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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

02,3008,8
伊歯3008

瀬下歯科医院 〒372-0034
伊勢崎市茂呂町１－３３
３－４

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第268号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第166号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第118号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

10,3063,6
高歯3063

たかさきＩＣ歯科医院 〒370-0018
高崎市新保町１５７９－
１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1277号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
光学印象
　　　（光印象）第165号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

12,0033,8
藤歯33

ほりぐち歯科医院 〒375-0014
藤岡市下栗須２５２－７

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第267号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

14,3005,9
安歯3005

医療法人星美会　星澤
歯科医院

〒379-0133
安中市原市３丁目４番５
２号

口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第213号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第191号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

16,0028,9
北歯28

あおば歯科医院 〒370-3503
北群馬郡榛東村新井１２
２３－１

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第165号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

25,3034,5
太歯3034

とりの森デンタルケア 〒373-0062
太田市鳥山中町２７１番
地１

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
　　　（脳Ⅰ）第96号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

26,3004,6
館歯3004

石井歯科医院 〒374-0057
館林市北成島町２５４４
－１１０

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第751号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

30,3010,5
邑歯3010

りんごデンタルクリニ
ック

〒370-0615
邑楽郡邑楽町篠塚１６０
０－２

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第827号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


